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はじめに  

我が国においては、高度経済成長期から急激な人口増加と社会変化により、公共施設の

整備が集中的に進められてきました。現在、建築された公共施設の建築年数は、その多く

が40年近く経過し、急速に老朽化が深刻化しており、今後、公共施設は計画的な修繕や大

規模改修、建替えが喫緊の課題となっています。 

一方、我が国の経済成長はゼロ成長に近い緩やかな回復基調と低迷期を繰り返す不安定

な状況にあり、先進国の中でも最悪の水準にあるといわれる公債残高も増加の一途をたど

っています。財政状況はまさに危機的状況にあります。それに加え、少子高齢化に伴う社

会保障費の増加、また、急激な生産年齢人口の減少に伴う税収の減少等によって、将来の

財政状況はさらに厳しくなることが予測されています。  

地方公共団体においても、少子・高齢社会の進展、高度情報化時代の到来、激甚化する

災害など、社会経済情勢が急速に変化をしていく中で、高度化・多様化する住民ニーズに

対応し、住民の皆様に満足していただける行政サービスを提供していくことが求められて

おり、そのために、財政基盤の充実が喫緊の課題となっています。公共施設の老朽化は社

会的な問題となっており、本市においても将来の公共施設等に係る建替えや改修などの更

新費用が加速度に増加することが予測されます。さらに、建設業界では「2040年問題」

に象徴される深刻な人材不足が顕在化している状況に加え、ウクライナ情勢や円安等の複

合的な要因により建設資材価格の高騰もあり建設コストは高水準で推移しており、今後に

大きな影響を及ぼすことは避けられません。厳しい財政状況が続く一方で、今後、人口減

少等により、公共施設等の利用需要も変化していくことが予測されます。 

これらの現状を踏まえて、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、また長期的な視点

をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平

準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。 

国においては、平成25年11月には、「インフラ長寿命化基本計画」が策定されました。

各地方公共団体においては、こうした国の動きと歩調をあわせ、速やかに公共施設等の総

合的かつ計画的な管理を推進するための計画（公共施設等総合管理計画）の策定を要請さ

れることとなりました。本市においても、こうした課題への対策が重要であると考え、平

成28年３月に「日置市公共施設等総合管理計画」を策定しましたが、第１期の10年間が

経過することから、今回、令和８年度から令和17年度までの10年間を対象として第２期

の日置公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設等の適正管理の更なる推進に取り組ん

でいくこととします。 
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１位置・地勢・歴史  

（1）位置・地勢  

本市は、薩摩半島の中西部に位置し、東は県都鹿児

島市、南は南さつま市、北はいちき串木野市と薩摩川

内市にそれぞれ隣接し、西は風光明媚な東シナ海に面

しています。 

地勢は、主に東側が薩摩半島の脊梁部をなす山地が

連なり、西側が海岸平野で形成され、市街地を含む平

野は鹿児島特有の火山灰台地で、古くから温泉地とし

て人々の交流が図られ、風情ある温泉街は日帰りや滞

在型観光の大きな資源となっています。川はこの地形

に沿って東から西へ流れ、各河川が流れ込む白砂青松

の吹上浜は「日本の渚百選」にも選ばれ雄大で、吹上

浜県立自然公園にも指定されています。 

本市は、妙円寺詣りや流鏑馬、せっぺとべに代表される歴史的な伝統行事と、薩摩焼や

優れた泉質を誇る温泉など、古の情緒と安らぎに満ちた貴重な資源を数多く有しています。

これらの資源を活用しながら、人の優しさと地域の温もりを感じながら、子どもから高齢

者までだれもが笑顔で希望にあふれ、ともに助け合いの心を持って暮らせる「住んでよし

訪ねてよし ふれあいあふれるまち ひおき」を目指しています。 

 

（２）沿革  

平成17年5月1日、東市来町、伊集院町、日吉町、吹上町の四つの町が合併して「日置

市」が誕生しました。これまでの変遷は以下のとおりです。 

 
 
日
置
市
の
変
遷 

明治の大合併 大正～昭和 昭和の大合併 平成の大合併 

明治22年 
市町村制施行 

大正11年 昭和12年 昭和30年 昭和31年 平成17年 

東市来村 東市来町（町制施行） 
東市来町 
(下伊集院村の
一部を合併) 

日置市 
(合併・市制施行) 

中伊集院村 伊集院町（町制施行） 
伊集院町 
(下伊集院村の
一部を合併) 

下伊集院村 

日吉町 
(下伊集院村の
一部を合併) 

日置村 日吉町 
(合併・町制施行) 吉利村 

永吉村 
吹上町 
（合併） 

伊作村 伊作町（町制施行） 
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（国勢調査人口：総務省 国勢調査、推計人口：社団法人 国立社会保障人口問題研究所 将来推計人口） 
総人口には年齢不詳者を含むため、各年齢区分の人口を合計した値と総人口の値が合わない場合があります。 

２人口の動向と将来予測  

（１）人口の動向と将来予測  

本市の人口は市町村合併した平成17年度の52,411人をピークに、年々減少を続けてお

り、令和２年度の国勢調査では47,153人、将来推計によると、令和32年度には33,179

人と合併時に比べて約２万人減少する見込みとなっています。 

年齢区分別にみると、14歳以下の年少人口については年々減少を続けており、今後も緩

やかに減少していく見込みとなっています。特に15歳から64歳の生産年齢人口は今後、

大きく減少し、令和32年度には、65歳以上の高齢者とほぼ同じ人数になる予測となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集計年 総人口 
年少人口
（人） 

生産年齢 

人口（人） 

老年人口
（人） 

年少人口
割合 

生産年齢
人口割合 

老年人口
割合 

H17 52,411 7,204 30,499 14,600 13.8% 58.3% 27.9% 

H22 50,822 6,611 29,409 14,802 13.0% 57.9% 29.1% 

H27 49,249 6,341 26,909 15,569 13.0% 55.1% 31.9% 

R2 47,153 6,139 24,374 16,640 13.0% 51.7% 35.3% 

R7 45,054 5,517 22,433 17,104 12.2% 49.8% 38.0% 

R12 42,634 4,890 20,942 16,802 11.5% 49.1% 39.4% 

R17 40,219 4,417 19,537 16,265 11.0% 48.6% 40.4% 

R22 37,861 4,109 17,982 15,770 10.8% 47.5% 41.7% 

R27 35,509 3,923 16,308 15,278 11.1% 45.9% 43.0% 

R32 33,179 3,730 14,776 14,673 11.3% 44.5% 44.2% 
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人口推移と将来推計

国勢調査人口 推計人口

65 歳以上 

15～64歳 

14 歳以下 

（人） 
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（２）人口密度と交通網  

本市には、市内を鉄道が走っており、伊集院駅、東市来駅、湯之元駅の３駅が存在して

います。南九州自動車道が市内を横断し、伊集院IC、美山ICの２つのインターチェンジを

有しています。 

人口の分布状況を地図でみると、主要道路沿い、駅周辺に人口が集中していることがわ

かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１マス 500ｍ×500ｍあたり人数） 

（単位：人） 

美山ＩＣ 

伊集院ＩＣ 

湯之元駅 

東市来駅 

伊集院駅 

国道３号線 

国
道
270
号
線 
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３財政状況  

（１）歳入歳出決算状況の推移  

歳入歳出の推移をみると、平成26年度以降270～280億円前後で推移していた決算額

は、令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症対策の影響もあり増加しています。 

歳入では、地方交付税、国県支出金、地方債などの依存財源の割合は70％前後で、依存

割合が高い状態にあり、国県支出金が、ここ数年程はコロナ交付金等の関係で増加してい

ます。 

歳出では、扶助費が年々増加傾向にあり、平成18年度と比較すると令和６年度では約

２.7倍となり今後も増加することが予測される一方、普通建設事業費はここ最近大きく減

少しており、公共施設やインフラ等にかけられる費用が減少しています。 
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市税 その他自主財源 地方交付税 国県支出金

地方債 その他依存財源 依存財源割合

(億円) 

43 43 43 41 40 41 41 39 40 39 38 42 41 41 41 41 41 41 43

31 32 34 35 44 45 46 48 52 53 58 60 60 63 66 80 71 77 8338 41 39 40 38 39 40 38 35 32 31 30 30 30 31
32 32 34 34

25 24 24 26 25 25 25 25 27 28 30 26 27 30 32
34 35 33 35

13 12 13 21 13 13 13 14 15 22 20 20 20 20

77 26 36
55 37

63 54 46 40 41 44 42 46
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人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他

(億円) 

（決算統計データより） 
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（２）投資的経費等の状況  
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約 47 億円 

(億円) 

（決算統計データより） 



 

7 

 

 

 

 

 

 

第２章 

公共施設等の現状と将来の見通し 

 

 

１対象施設の分類 

２公共施設の現状 

３将来の更新費用の見通し 

４公共施設における現状と課題 

 

 

 

 

 

 



公共施設等総合管理計画 第２章 公共施設等の現状と将来の見通し 

 

8 

１対象施設の分類  

（１）施設の分類  

本計画では、本市が所有するすべての施設を対象とします。施設の状況把握にあたっ

て、施設を以下のとおり分類するものとします。公共施設等は、建物系公共施設（ハコ

モノ）、土木系公共施設（インフラ）、企業会計施設（プラント）の３つに分類し、さら

に機能別に以下の分類に整理します。なお、この分類は、総務省の提供するツールの分

類を参考としています。 

【総務省施設分類（機能別分類）】 

 大分類 中分類 主な施設 

建物
系 
公共 
施設 

市民文化系施設 
集会施設 公民館・青年の家・集会所 

文化施設 文化センター・文化会館 

社会教育系施設 
図書館 図書館 

博物館等 博物館、郷土資料館等 

スポーツ・レクリ
エーション系施設 

スポーツ施設 体育館、プール、武道館、競技場 

レクリエーション施設・観光施設 キャンプ場、少年自然の家、観光センター 

保養施設 保養施設、温泉施設 

産業系施設 産業系施設 労働会館・勤労会館、産業振興センター、物産館 

学校教育系施設 
学校 小学校・中学校 

その他教育施設 総合教育センター、給食センター 

子育て支援施設 
幼保・こども園 幼稚園、保育園、こども園 

幼児・児童施設 児童館、子育て支援センター、児童クラブ 

保健・福祉施設 

高齢福祉施設 老人福祉センター、地域包括支援センター、老人憩いの家 

障害福祉施設 障害者支援センター 

児童福祉施設 児童養護施設、母子生活支援施設 

保健施設 保健会館、保健所 

その他社会保険施設 福祉会館 

医療施設 医療施設 診療所 

行政系施設 

庁舎等 庁舎、支所 

消防施設 消防署、分団車庫 

その他行政系施設 清掃事務所、備蓄倉庫、防災センター 

公営住宅 公営住宅 市営住宅、一般住宅、教員住宅 

公園 公園 管理棟、倉庫、便所 

供給処理施設 供給処理施設 ごみ処理場・クリーンセンター、浄化センター 

その他 その他 駐車場・駐輪場、斎場・墓苑、公衆便所、職員住宅 

土木
系 
公共 
施設 

道路 道路 市道、農道、林道 

橋りょう 橋りょう 橋りょう 

その他 
その他 

トンネル、人工地盤、公園施設、水門・樋門、池沼、河川、水

路、港湾・漁港、プール、防火水槽、その他 

企業 
会計 
施設 

上水道施設 上水道施設 浄水場、配水池 

下水道施設 下水道施設 下水処理施設、農業集落排水施設 
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２公共施設の現状  

（１）建物系公共施設  

①施設の数量 

本市においては、318施設、971棟、307,664㎡の建物系公共施設を保有しており、

平成27年度と比較して、18,770㎡の削減となっています（令和６年度末現在）。 

【公共施設の数量】 

 H27 時点 R６時点 

大分類 施設数 
建物棟数 
（棟） 

延床面積合計 
（㎡） 

施設数 
建物棟数 
（棟） 

延床面積合計 
（㎡） 

市民文化系施設 31 77 27,140 30 105 36,089 

社会教育系施設 5 4 2,757 5 5 2,947 

スポ・レク施設 27 139 50,963 25 129 50,149 

産業系施設 15 35 6,098 14 28 4,748 

学校教育系施設 29 299 98,621 24 230 87,910 

子育て支援施設 9 9 2,016 3 3 571 

保健・福祉施設 15 29 20,430 10 16 15,070 

医療施設 1 5 1,271 0 0 0 

行政系施設 40 54 20,813 30 35 20,285 

公営住宅 131 351 78,343 97 288 73,442 

公園 38 58 818 42 68 908 

供給処理施設 2 11 9,810 2 11 9,810 

その他 36 56 7,355 36 53 5,736 

総計 379 1,127 326,434 
 

318 971 307,664 

 

 

 

 

 

  

学校教育系施設

28.6%

公営住宅

23.9%

スポ・レク施設

16.3%

市民文化系施設

11.7%

行政系施設

6.6%

保健・福祉施設

4.9%

供給処理施設

3.2%

その他

1.9%

産業系施設

1.5% 社会教育系施設

1.0%

公園

0.3%

子育て支援施設

0.2%

施設用途別延床面積（㎡）

※令和６年度末 固定資産台帳データより 

※端数処理の関係上、各区分を合計した値

と総計が合わない場合があります。 

※スポーツ・レクリエーション系施設につ

いて、表・グラフ上で、「スポ・レク施

設」と省略表記する場合があります。 
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【他団体との比較】 

人口一人あたり施設面積を全国・県内等と比較すると、本市においては、全国平均の約

２倍とかなり施設が多い傾向にありますが、合併による施設の重複や、定住促進や産業振

興関連などの分野で多くなっているものと推測されます。 

今後も少子高齢化による人口減少は避けられない状況であり、過剰な公共施設の整備は

財政的な喫緊の課題となっています。少子高齢化がさらに進むことが予測され、地域の活

力低下や、高齢者単身世帯の増加、地域コミュニティの維持など施設を取り巻く状況も変

化するとともに、地域間での社会構造の違いにより、地域ごとに住民のニーズも変わって

いくものと思われます。各地域で必要とされる施設の把握と、他用途への転換や施設の集

約・複合化等も考慮しながら、施設の在り方や総量圧縮と資産の最適化等についての検討

が必要であり、地域の持続可能性を高める取組が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※日置市の一人あたり延床面積の計算にあたっては、令和６年度末時点の台帳及び人口統計を使用。 

※全国平均、人口3～5万人の値については、総務省地方財政状況調査関係資料の公共施設状況調経年比較
表（令和５年度）より 

  

6.70

3.72

5.02

0

1

2

3

4

5

6

7

8

日置市 全国 人口3～5万人

一
人
当
た
り
面
積
（
㎡
/
人
）

人口一人当たり延床面積の比較
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②築年別整備状況 

現在保有している建物のうち、最も古いものは昭和32年度に建築されており、すでに建

築後70年近くを経過しています。また、昭和48年度から平成12年度までの期間に集中し

て施設を建設しており、この時期に建設された建物の老朽化対応の波が既にやってきてい

る状況です。用途別にみると、子育て支援施設、市民文化系施設等で老朽化が進んでいる

ことがわかります。老朽化への対応は市民の安全を守る重要課題として早急に取組を進め

ていく必要があります。 
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延床面積

(㎡)

築年別整備状況

市民文化系施設 社会教育系施設 スポ・レク施設 産業系施設 学校教育系施設 子育て支援施設

保健・福祉施設 行政系施設 公営住宅 公園 供給処理施設 その他

築50年以上

5％

築40～50年

27％

築30～39年

26％

築20～29年

20％

築10～19年

15％

築10年未満

7％

※建築年月日不明を除く 

※建築年月日不明は 50 年以上経過しているものとする 

旧耐震基準（S56 年以前） 

24％ 

新耐震基準（S57 年以降） 

76％ 

4%

13%

1%

12%

68%

2%

3%

7%

48%

8%

52%

11%

11%

3%

29%

32%

16%

64%

20%

1%

5%

12%

26%

25%

46%

34%

26%

22%

42%

4%

30%

26%

6%

25%

3%

0%

29%

60%

9%

43%

2%

21%

55%

95%

21%

19%

16%

37%

9%

11%

17%

3%

24%

1%

1%

15%

6%

4%

11%

26%

3%

10%

11%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民文化系施設

社会教育系施設

スポ・レク施設

産業系施設

学校教育系施設

子育て支援施設

保健・福祉施設

行政系施設

公営住宅

公園

供給処理施設

その他

全体

用途別経過年数割合

50年以上 40以上50年未満 30以上40年未満 20以上30年未満 10以上20年未満 10年未満
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（２）土木系公共施設  

①土木系公共施設の現状  

本市が管理する各種台帳より、施設の保有状況について以下のとおり把握しました。 

 

番号 工作物種別 単位等 値 備考 

1 道路 
総延長 

総面積 

774,635ｍ 

4,799,505㎡ 

普通交付税の算定に用いる道路数値に
関する調べR6.4.1現在より 

2 農道 総延長 87,019ｍ 
普通交付税の算定に用いる農道延長に
関する調べR6.8.1現在より 

3 林道 総延長 54,517ｍ 林地台帳より 

4 橋りょう 
総延長 

総面積 

4,311ｍ 

29,940㎡ 

普通交付税の算定に用いる道路数値に
関する調べR6.4.1現在より 

5 トンネル 箇所数 
2箇所 

188ｍ 
トンネル長寿命化計画より 

６ 公園施設 
施設数 

総面積 

76施設 

890,025㎡ 

普通交付税の算定に用いる都市公園面
積に関する調べR6.4.1現在より 

7 池沼 箇所数 30箇所 
鹿児島県農業用ため池データベースよ
り 

8 河川 
箇所数 

総延長 

144箇所 

157,560ｍ 
 

9 港湾・漁港 箇所数 2箇所 江口漁港、吹上漁港 

10 プール 
箇所数 

水面面積 

23箇所 

7,478㎡ 
 

11 防火水槽 設置数 508基 消防本部水利台帳より 

 

 

  



公共施設等総合管理計画 第２章 公共施設等の現状と将来の見通し 

 

13 

（３）企業会計施設  

①水道事業施設の現状 

昭和35年度に伊集院上水道事業が創設し、市町村合併後各地域の水道事業、簡易水道事

業等を統合していき現在の上水道事業となっています。最も古いもので昭和29年度創設の

簡易水道事業もあり、法定耐用年数を経過している管路は約152ｋｍあります。  

施設 単位等 平成26年度 令和6年度 備考 

1 導水管 総延長 16.93ｋｍ 16.94ｋｍ 管径不明、主に塩ビ管 

2 送水管 総延長 53.88ｋｍ 79.36ｋｍ 
管径不明・ダクタイル鋳

鉄管・塩ビ管 

3 配水管 総延長 661.05ｋｍ 715.54ｋｍ 管径不明・主に塩ビ管 

4 浄水場 箇所数 33箇所 52箇所  

5 配水池 箇所数 59箇所 66箇所  

②公共下水道事業施設の現状  

公共下水道事業は、昭和62年度から供用開始しています。 

 施設 単位等 平成26年度 令和6年度 備考 

1 汚水管 総延長 110ｋｍ 117ｋｍ φ150～φ800 

2 雨水管 総延長 18ｋｍ 18ｋｍ  

3 処理場 箇所数 1箇所 1箇所 終末処理場 

4 ポンプ場 箇所数 3箇所 3箇所  

③農業集落排水事業の現状  

農業集落排水事業は、平成12年度から供用開始しています。  
施設 単位等 平成26年度 令和6年度 備考 

1 汚水管 総延長 11ｋｍ 11ｋｍ  

2 処理場 箇所数 1箇所 1箇所 終末処理場 

3 ポンプ場 箇所数 2箇所 2箇所  

 

  

（決算統計データより） 
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（４）有形固定資産減価償却率の推移  

①有形固定資産減価償却率の推移  

有形固定資産減価償却率とは、有形固定資産のうち、償却資産の取得価格に対する減価

償却累計額の割合を計算することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過

しているのかを全体として把握することができる指標です。この割合が高いほど、耐用年

数に近い資産が多いことを示し、施設等の老朽化が進んでいると判断できます。 

本市の有形固定資産減価償却率の推移を下図に示します。本市の有形固定資産減価償却

率は、年々増加しており、老朽化が進行していることが分かります。令和5年度末時点では

65.9％であり、類似団体の平均と比較すると1.3ポイント上回る結果となっています。 

本計画や各個別施設計画に基づき、老朽化した施設について、点検・診断や計画的予防

保全による長寿命化を進めていくなど、公共施設等の適正管理に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※鹿児島県 令和5年度財政状況資料集より 

 

※類似団体：全国の市町村を対象に、国勢調査をもとにした人口と産業構造によって分類したもの 
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３将来の更新費用の見通し  

（１）更新費用推計（単純更新の場合：令和7年度試算結果）  

①建物系公共施設 

今後、耐用年数を迎え更新を必要とする施設が増えていきます。厳しい財政状況の中、

将来の更新費用を確保していくことは非常に困難な状況です。今後の対応を検討していく

にあたっては、中長期的な見通しのもと、計画的に老朽化対策及び更新を進めていく必要

があります。 

建物について今後必要となる費用の推計を行いました。今後40年間で約1,217億円、１

年平均では約30億円の費用が必要になります。近年建設投資額は減少傾向にあり、直近５

年平均の投資的経費（決算統計データ普通建設事業費のうち道路橋りょう分を除いた額）

をみると、平均33億円が支出されており、この水準を今後も維持できれば計画的な施設整

備が可能となりますが、今後交付税の大規模な減少が見込まれており、この水準の確保は

難しいことが予測されます。令和8年度から令和19年度の建替え等が少ない時期に、令和

20年以降の建替えの集中時期を見込んだ基金の積立、総量の圧縮、長寿命化対応等などの

取組みが必要となっていきます。 

今後40年間での更新費用総額 1,217億円 

１年あたり平均更新費用 30億円 
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（億円） 建物系公共施設の更新費用推計

大規模改修 建替え

築31年以上50年未満の大規模改修 築61年以上の建替え

1年あたり平均更新費用 直近5ヵ年投資的経費

40 年間整備額 1,217 億円 
１年あたり整備額  30 億円   
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②公共施設全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフラも含めた公共施設全体で、40年間での更新費用は2,843億円かかると見込ま

れています。必要とされる更新費用に対して、過去の施設投資額を見ると、1年あたり平均

52億円であり、この水準で行くと毎年19億円の経費が不足することが見込まれます。 

過去の施設投資額は、建物系・土木系の公共施設については、一般会計における普通建

設事業費より、企業会計においては、決算統計建設改良費より、それぞれ５箇年の平均投

資額を把握しています。毎年厳しさを増す財政状況を考慮すると、今後もこの水準の費用

を投資し続けることは困難であると思われます。建替えの集中する時期を見込んだ基金の

積立、総量の圧縮、長寿命化対応等などの取組みが必要となっていきます。 

 
 

建物系 
公共施設 

土木系 
公共施設 

企業会計 
上水・下水 

合計 

更新費用（４０年間総額） 1,217億円 691億円 935億円 2,843億円 

A更新費用（一年あたり）  30億円 17億円 23億円 71億円 

B施設投資額（５箇年平均） 33億円 13億円 6億円 52億円 

差額（B-A） 3億円 △4億円 △17億円 △19億円 

  （施設投資額は決算統計データより） 

0

20

40

60

80

100

H
2

8

H
3

0

R
2

R
4

R
6

R
8

R
1

0

R
1

2

R
1

4

R
1

6

R
1

8

R
2

0

R
2

2

R
2

4

R
2

6

R
2

8

R
3

0

R
3

2

R
3

4

R
3

6

（億円） 公共施設全体の更新費用推計

公共施設整備額 道路整備額 橋りょう整備額

上水道整備額 下水道整備額 1年あたり平均更新費用

直近5ヵ年投資的経費

40 年間整備額 2,843 億円 
１年あたり整備額  71 億円   
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③更新費用推計条件設定（単純更新の場合） 

公共施設等更新費用試算ソフト（総務省）による更新費用シミュレーションの条件設定 

項目 条件 

更新費用の推計額 一般財源負担見込み額を把握することが困難であるため、事業費ベースで

の計算とする。 

計算方法 耐用年数経過後に現在と同じ延べ床面積等で更新すると仮定して計算す

る。延べ床面積×更新単価 

耐用年数 標準的な耐用年数とされる60年を採用することとする。 

日本建築学会「建物の耐久計画に関する考え方」より 

大規模改修 建設後30年で行うものとする。 

更新単価 すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単

価を基に用途別に設定された単価を使用する。また、建替えに伴う解体、

仮移転費用、設計料等については含むものとして想定している。 

大規模改修単価 建替えの6割と想定し、この想定の単価を設定する。 

地域格差 地域差は考慮しないものとする。 

経過年数が31～50年 今後10年間で均等に大規模改修を行うものとして計算する。 

経過年数が51年以上 建替え時期が近いので大規模改修は行わずに建替えるものとして計算す

る。 

耐用年数超過 今後5年間で均等に更新するものとして計算する。 

建築年月日不明 不明分の更新費用を60年間に割り振って計算する。 

 

総務省公共施設等更新費用試算ソフト更新単価 

施設用途 大規模改修 建替え 

市民文化系施設、社会教育系施設 
産業系施設、医療施設、行政系施設 

25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系施設 
保健・福祉施設、供給処理施設、その他 

20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

学校教育系施設、子育て支援施設、公園 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

公営住宅 17 万円/㎡ 28 万円/㎡ 

 

施設用途 更新年数 更新単価 

道路 15年 4,700 円/㎡ 

橋りょう 60年 448 千円/㎡ 

上水道（管径により金額異なる） 40年 100～923 千円/㎡ 

下水道（管径により金額異なる） 50年 61～295 千円/㎡ 
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（２）実績及び個別施設計画を反映した更新費用見込み額  

①建物系施設 

各種個別施設計画における長寿命化対策等に係る費用を反映した結果、計画期間である

令和8年度から令和1７年度の10年間の更新費用は年平均で約15億円/年の見込みとなり、

当初の単純推計の結果（Ｐ15 30億円）に対して、大幅な更新費用縮減効果が期待され

ます。なお、平成28年度から令和5年度は、固定資産台帳データより建物関連の投資実績

を集計、令和6年度からは、各種個別施設計画の対策費用を集計しています。各種個別施設

計画の計画期間の都合上、公営住宅は令和９年度以降、公共施設等は令和13年度以降、計

画期間の後半5ヵ年の平均値を採用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な対策の実績（令和２年～令和６年度に実施した建替え、改修等） 

R2 日吉学園新築・改修、本庁舎耐震改修、運動公園改修、学校空調・LAN整備 

R3 東市来ドーム新築 

R４ 東市来支所庁舎外壁・防水改修 

R5 東市来支所庁舎設備改修 

R6 なんさつECOの新築、本庁舎空調改修、本庁舎充放電設備新設 

 
計画期間 

一年あたり更新費用 

単純推計の場合 30億円/年 

個別施設計画反映 15億円/年 

対策の効果額 15億円/年 
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累計（億円）
金額（億円）

実績及び個別施設計画を反映した見込み額

実績 公営住宅 学校 公共施設等 累計額

第 2 期 第１期 
累計額 

150 億円 
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②インフラも含めた公共施設全体の更新費用  

これまでの実績と個別施設計画における将来更新費用を反映させた結果、計画期間であ

る令和8年度から令和1７年度の10年間の更新費用は、10年間で468億円が見込まれ、1

年あたりにすると約47億円/年となります。当初の単純推計での年平均71億円/年（Ｐ16）

と比較すると、24億円/年の縮減効果が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
建物系 
公共施設 

土木系 
公共施設 

企業会計 
上水・下水 

合計 

単純推計の 
１年あたり更新費用 

30億円/年 17億円/年 23億円/年 71億円/年 

個別施設計画を 
反映した更新費用 

15億円/年 13億円/年 19億円/年 47億円/年 

対策の効果額 15億円/年 4億円/年 4億円/年 24億円/年 
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累計（億円）金額（億円）
実績及び個別施設計画を反映した更新費用推計

公共施設整備額 道路整備額 橋りょう整備額 上水道整備額

下水道整備額 既存更新分 累計額

第2期第１期

累計額
468億円
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③更新費用推計条件設定（実績及び個別施設計画反映した場合）  

 

項目 条件 

過去の実績値 

 

・建物系公共施設： 

固定資産台帳より建物関連の投資額を集計 

・土木系公共施設（道路・橋梁） 

決算統計資料より普通建設事業費の内訳、道路・橋りょうの補助・単独の値を集

計 

・企業会計施設（上水道・下水道） 

決算統計資料より、建設改良費の値を集計 

 

個別施設計画の反映 下記については、各計画の対策費用見込みを反映 

・建物系公共施設：下記計画における対策見込みを反映 

学校施設長寿命化計画 

公営住宅等長寿命化計画 

公共施設活用計画及び個別施設計画 

・土木系公共施設（道路・橋梁） 

橋梁長寿命化修繕計画 

 

個別施設計画がない資

産の推計方法 

個別計画がないものについては、以下のとおり仮の長寿命化パターンを設定し

て試算しています。 

道路舗装 ：更新年数を15年→20年に延長するものとして計算 

上水道  ：耐用年数を40年→50年に延長するものとして計算 

下水道  ：耐用年数を50年→60年に延長するものとして計算 

 

 

（３）充当可能な財源の見込み  

公共施設等の計画的な修繕・更新等に必要な経費の財源確保、財政負担の平準化を図る

ことを目的として、施設整備基金を設置しています。 

今後も、有効利用されていない財産の処分等を進めていき、施設の維持管理・更新に係

る経費の削減を行います。 
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４公共施設における現状と課題  

 

① 施設の老朽化 

⚫ 施設の老朽化が進んでおり、近年の建設資材や人件費の高騰により、今後、施設

の安全性を保つための修繕・更新にかかる経費はますます増加することが見込ま

れます。厳しい財政状況のもとでは、施設の維持管理、運営に必要な経費を捻出

し続けていくことが困難となることが予測されます。 

⚫ 施設保有の必要性を検証し、適切かつ計画的な維持管理、長寿命化等に努めるこ

とで財政負担の軽減・平準化を図る必要があります。 

 

② ニーズの変化 

⚫ 人口の減少とともに、少子高齢化が急速に進んでいることから、今後、施設に対

するニーズも大きく変化していくことが予測されます。 

⚫ 社会環境やニーズの変化を見極めながら、既存施設の必要性の見直し、複数施設

の機能集約化、未利用財産の処分等、将来の財政負担の軽減を図るために、保有

総量の適正化を図りながらも、サービスを落とさない効率的な施設運営を工夫し

ていく必要があります。 

 

③ 財源の不足 

⚫ 今後、学校給食センターや管理型最終処分場など施設の更新が必要な施設に加え、

大規模改修などが必要となる施設が増え、施設にかかる投資的経費はますます増

加することが見込まれます。それに加え、生産年齢人口の減少に伴う税収の減少、

少子高齢化に伴う扶助費の増加などにより、厳しさが増す財政状況の中、公共施

設等の更新に充てられる財源の確保はさらに難しくなることが予測されます。 

⚫ 施設保有の必要性を検証しながら、適切で計画的な維持管理、長寿命化等に努め、

財政負担の軽減・平準化を図る必要があります。財政は今後厳しい状況が続くこ

とが見込まれることから、歳入・歳出両面にわたる行財政改革に引き続き取り組

む必要があります。 

 

公共施設やインフラについては、現在の数や規模を維持したいと考えますが、今後の人

口や財政状況等を考えると持続可能ではありません。施設の機能を最大限確保しながら、

負担を減らして、市民サービスを充実させていくことが必要です。 
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第３章 

公共施設等の総合的な管理に関する

基本方針 

 

 

１公共施設等総合管理計画の目的 

２計画の位置付け 

３計画期間 

４推進体制  

５基本方針 

６目標設定 

７個別方策の実施方針について 
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１公共施設等総合管理計画の目的  

本市においては、依然として厳しい財政状況や加速する少子高齢化、人口減少社会到来

に直面する中、「日置市総合計画」の基本理念を実現するため、行政サービスの抜本的見

直しと効率化、行政内部のスリム化とそれを支える職員資質の向上等を目指し改革を進め

てきました。しかしながら、現況の社会経済情勢の下、地方財政については、物価高騰の

影響やウクライナ情勢による円安の進行など、経済環境の不確実性が高まり税収の伸びが

限定的となる一方、社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準で推移することなどか

ら、今後も厳しい行財政環境が予測されます。限られた財源の中で、今後も本市が持続的

に発展し、より効果的・効率性のある質の高い行政サービスを提供していくためには、引

き続き行財政改革を推進していく必要があります。 

このような状況の中、公共施設等においては、高度経済成長期に集中して建築されてき

た施設の多くが建築後40年以上を経過し、すでに大規模改修や建替えが必要な時期に差し

掛かっていますが、そのためには膨大な費用がかかることが見込まれます。限られた財源

の中で、市民の安全性を確保していくためにも、早急に公共施設等全体の状況を改めて把

握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化などを行うことにより、財政負担を

軽減・平準化することが必要となっています。 

これらの現状を踏まえて、公共施設等の最適な配置を実現するため、平成28年３月に「日

置市公共施設等総合管理計画」を策定しました。 

さらに、個別の施設ごとの実行計画を策定することが求められ、各施設の劣化状況等を

検証し、具体的な対策内容や実施時期、対策費用等を示した各種個別計画の策定に取り組

み、ハコモノ系施設では、「公共施設個別施設計画」、「学校施設長寿命化修繕計画」、

「公営住宅等長寿命化計画」、インフラ系施設では、橋梁・トンネル等の個別計画をこれ

までに策定してきました。 

「公共施設等総合管理計画」については、不断の見直しを行い充実させていくことと、

各種個別計画等を踏まえた見直しを行うことが国から各地方公共団体に要請されており、

個別施設計画を踏まえた見直しを行い、令和４年３月に改訂しています。 

初回策定時から第１期と定めた10年間が経過することから、今回、令和８年度から令和

17年度までの第２期日置公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設等の適正管理の更な

る推進に取り組んでいくこととします。 
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２計画の位置付け  

下図は、公共施設等総合管理計画本計画の体系図を示しています。 

本市の目指すべき姿を明らかにし、市民と行政が協働して取り組むまちづくりの基本的

な方針を示す「日置市総合計画」は、市政を進めていく上で最も重要な計画と位置付けら

れています。 

本計画は、これらの計画を下支えする計画として、各政策分野の中で公共施設に関する

施策に対して横断的な指針を提示するものです。また、「公営住宅等長寿命化計画」など

の個別の公共施設計画については、本計画を上位計画と位置付け、本計画の方針との整合

性や計画自体の実現可能性を図っていくこととします。 

 

 

  

第２次日置市総合計画 
（令和８年 3 月策定） 

インフラ長寿命化基本計画（国） 
（平成 25 年 11 月策定） 

日置市公共施設等総合管理計画 
（平成 28 年 3 月策定、令和４年３月、令和８年３月改訂） 

日置市公共施設等個別施設計画 

日置市学校施設等長寿命化計画 

日置市公営住宅等長寿命化計画 

日置市橋梁長寿命化修繕計画 

日置市トンネル長寿命化修繕計画 

日置市公園施設長寿命化計画 
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３計画期間  

公共施設は50年以上長期間継続して使用するものであるため、長期的な視点を持って今

後30年から40年先を見据えた将来を予測し、方向性や目標値の設定を行います。社会環

境の変化や人口動態の変化などを考慮し、当初の平成28年度から令和７年度までの10年

間を第１期とし、以降10年毎に第２期から第４期に分けることとしており、今回の計画期

間は、令和８年度から令和17年度までの10年間とします。 

計画内容は社会情勢の変化や財政事情、事業の進捗状況等に応じて、計画期間中におい

ても必要に応じて見直しを行うものとします。また既に進行中の計画においては、見直し

のタイミングで本計画の方針を反映していくものとします。 

 

 

 

他の計画との計画期間の関連 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

第３次日置市総合計画（R8～R17） 

第４次行政改革大綱行動計画（R3～R7）  

公共施設等総合管理計画（Ｒ８～Ｒ17） 

 公営住宅等長寿命化計画（R9～R18） 

学校施設等長寿命化計画（R3～R22） 

公共施設活用計画及び個別施設計画（R3～R12） 公共施設活用計画及び個別施設計画（R13～R22） 

橋梁長寿命化修繕計画（H25～R10）  

トンネル長寿命化修繕計画（R1～R50） 

水道ビジョン（R2～R11） 水道ビジョン（R12～R21） 

 

  

計画期間：令和８年度から令和１7年度までの 10 年間 
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４推進体制  

公共施設等の総合的かつ計画的なマネジメントを推進していくに当たっては、推進各部

局の保有する施設の情報について一元管理を行う必要があります。公共施設等の効率的な

維持管理を推進するために、財政管財課で導入している庁内の施設管理・固定資産台帳シ

ステムを活用し、関係部局と連携をとりながらマネジメントの推進を図ります。 

 

【全庁的な取組体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報管理・共有方策】施設管理・固定資産台帳システムを活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市長

総務企画部 市民福祉部 産業建設部
教育委員会

事務局
消防本部 その他

施設管理・固定資産台帳システム 

・面積 

・建築年月日 

・取得金額 

・写真 

・図面 

・施設利用状況 

・運営コスト 

 

統括部門 

財政管財課 

トップマネジメント 

統括部門 関係部局 

施設管理情報 固定資産台帳情報 

関係部局 

施設所管課 

台帳情報の閲覧 

登録 

財政管財課 

情報の集約 

一元化 
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５基本方針  

（１）基本方針  

本市においては、施設の老朽化、ニーズの変化、厳しい行財政環境といった課題に直面

しています。安全を確保し、福祉の向上を実現していくために、財源の確保が最重要課題

となります。今後、人口減少に伴い収入が減っていく事が予想されるため、公共施設の維

持管理・公共サービスの提供に要しているコストや将来見込まれるコストの削減をするこ

とで必要な財源に充てていく、それ以外の手段はありません。将来の財政負担を軽減・平

準化していくために、総合的・長期的な視点で施設のマネジメントを行っていくことが重

要となります。 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進していくための基本方針については、第１

期で定めた以下の方針を今後も継続していきます。 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①保有総量の縮小による 

将来更新負担額の軽減 

②長寿命化の推進による

LCC(ライフサイクルコスト)

の軽減 

③施設管理の効率化による 

コストの削減 
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（２）基本的な考え方  

 

 

 

現在利用されておらず、将来にわたり利活用の見込みが低い施設につい

ては廃止の決断をします。廃止となった施設は、積極的な売却・除却等を

行います。 

利用状況の検証や施設間の調整等を図り、施設の統合・複合化を推進しま

す。 

 

新規施設の建設や施設の更新等が必要となった場合、まず既存施設の有

効利用（機能移転、複合化、用途変更等）について検討します。 

将来的な維持管理コストの試算を必ず実施したうえで判断をします。 

 

 

 

 

 

今後維持していく施設については、計画的な点検や修繕等により予防保全

型の維持管理を実施し、施設の長寿命化を図ります。建替えのタイミング

を70年に延ばします。 

 

 

 

 

今後維持していく施設の管理に当たっては、予防保全を実施することでト

ータルコストの削減を図ります。また、包括的民間委託の推進や指定管理

者制度の導入などの民間ノウハウを活用する取組を推進しつつ、ＰＦＩ/

ＰＰＰなど、民間の資本、経営能力及び技術力を活用した施設管理の効率

化やサービスの向上、官民連携等について検討を行います。 

  

② 長寿命化の推進による LCC（ライフサイクルコスト）の低減 

③ 施設管理の効率化によるコストの削減 

 

① 保有総量の縮小による将来更新負担額の軽減 
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６目標設定  

（１）目標数値  

各基本方針に対する目標値を以下のとおり設定します。 

 

【基本方針に対する目標値】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・未利用財産の処分 

・複合化、統廃合の推進 

・建築後 30年以上経過 

 施設調査と方向性検討 

・光熱水費等のコスト 

 削減策の検討、実施 

 
 

 

施設の保有面積を 

10年間で 

10％削減 

長寿命化 

60→70年で 

ＬＣＣ 20％削減 

具
体
的
取
組
例 

維持管理コスト 

10年間で 

10％削減 

 
 

 

・建築後 45年以上経過し 

 た施設の整備方法の決定 

今
後
10
年
の
目
標 

・指定管理、民営化など 

民間活力活用の推進 

・予防保全実施体制のた 

 めのマニュアルの整備 
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目標値設定にかかる考え方（令和８年3月末時点） 

 

１年あたりの更新費用から施設投資額を差し引いた差額が毎年19億円不足する。 

→今後10年間で総額190億円不足することとなる。 

この不足額を賄うために①②③の取組を実施して不足する財源を補うこととする。 

 

①施設の保有面積削減 

保有面積307,664㎡の10％の施設を削減した場合の更新費用削減額 

（建替え単価は、その他の場合の36万円/㎡を用いて試算） 

307,664㎡×10％×36万円／㎡≒111億円 

②長寿命化 

60年→70年の長寿命化による更新費用削減額 

60年で建替えの場合（30年で大規模改修）→1,217億円/40年→304億円/10年 

70年で建替えの場合（35年で大規模改修）→961億円/40年→240億円/10年 

304億円-240億円＝64億円/10年 

 

③維持管理コスト削減 

・10％のコスト削減を実施した場合のコスト削減額 

R6年度決算書より、施設の維持管理費20億円 

20億円×10年間×10％＝20億円 

・①の施設廃止により不要になる維持管理コスト 

施設を統廃合しても、施設内で実施されている事業は移転集約により存続する場合を 

想定し、現在の維持管理経費の50％が不要になるものとして試算する。また、統廃合 

は段階的に生じるものとし、各年の削減見込みを以下のとおり設定した。 

1年目：20億円×１％×50％＝0.1億円 

2年目：20億円×２％×50％＝0.2億円 

10年目：20億円×１0％×50％＝1.0億円 

・施設廃止により不要となる維持管理費削減見込み額 

5.5億円/10年≒6億円/10年 

 

①②③による削減額の総額 

111億円＋64億円＋20億円＋6億円＝201億円 

コスト削減総額201億円＞今後10年間での不足総額190億円 
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７個別方策の実施方針について  

（１）点検・診断等の実施方針  

⚫ 建物の劣化及び機能低下を早期発見するための、点検項目・点検頻度等について検討

し、マニュアル等の整備を行います。 

⚫ 委託契約により実施している保守・点検・整備について、委託契約どおりに実施されて

いるかどうか委託先から確実に報告を受け実態を把握します。 

⚫ 点検・診断結果については、その結果を記録・蓄積して老朽化対策等に活用します。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針  

⚫ 維持管理に当たっては、指定管理者制度の導入などの民間ノウハウを活用する取組を

推進し、施設管理の効率化やサービスの向上を行います。 

⚫ 修繕に当たっては、計画的な予防保全型の管理を行うことにより、トータルコストの縮

減を図るとともに、大規模改修等の実施に当たっては、緊急性・重要性等を踏まえて実

施時期の調整を行うことにより、財政負担の平準化を図ります。 

⚫ 更新する場合は、公共施設のコンパクト化や効率化の観点から、統合や複合化について

検討を行います。 

⚫ 維持管理・修繕・更新等の履歴を管理・蓄積し、老朽化対策等に活かします。 

⚫ 建築後45年以上経過している施設について、各施設の今後の整備方法を決定します。 

 

（３）安全確保の実施方針  

⚫ 点検・診断等により危険性が認められた施設については、立入禁止等の安全措置を実施

し、利用者の安全確保を図ります。 

⚫ 今後も継続利用する施設については、緊急性・重要性を勘案し、必要な改修工事等を実

施します。 

⚫ 用途廃止され、かつ、今後も公共施設として利活用する見込みのない施設等について

は、速やかに除却・売却等の検討を行います。 
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（４）耐震化の実施方針  

⚫ 防災拠点となる庁舎及び災害時避難所に指定されている施設については、耐震診断及

び耐震改修工事、空調機器導入等を計画的に実施し、災害時の安全を確保します。 

⚫ 市有建築物の中には、避難場所となるなどの重要な建築物があるため、被害情報収集や

災害対策指示を行う庁舎、避難場所等として活用する学校等、防災拠点として重要な役

割を果たす施設については、耐震化を優先的に実施するものとします。 

 

（５）長寿命化の実施方針  

⚫ 計画的な定期点検の実施、予防保全型の修繕に切り替えていくことで、施設の長寿命化

を図りライフサイクルコストを低減します。 

⚫ 今後建設する施設については、建設技術が向上していることも踏まえ、70年使うこと

を目標とします。 

⚫ 建築後30年以上経過している建物について、現地調査等の実施により、各施設の今後

の方向性を検討します。 

 

（６）ユニバーサルデザインの取組  

⚫ 「ユニバーサルデザイン2020行動計画」（平成29年2月20日ユニバーサルデザイン

2020関係閣僚会議決定、令和2年12月22日一部改正））における考え方等を踏まえ、

公共施設等の計画的な改修等によるユニバーサルデザイン化の推進を図ります。 

⚫ 高齢者・障害者等を含むすべての人が、安全に、安心して、円滑かつ快適に利用できる

施設を目指し、施設整備等を進めていくこととします。 

⚫ 他の地方公共団体等との連携による周辺地域との一体的なバリアフリー化の実施など

により、すべての人が、安全に、安心して、円滑かつ快適に利用できることを目指した

整備を推進します。 
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（７）統合や廃止の推進方針  

⚫ 施設の老朽化、利用者数、管理運営コスト等の状況を把握し、改善、廃止等の方向性に

ついての判断材料の整理を行います。 

⚫ 現在利用されておらず将来にわたる利活用の見込みが低い施設については、その必要

性を検討し、必要がないと判断される施設については廃止の決断をします。廃止となっ

た施設については、サウンディング型市場調査等を活用し用途変更・積極的な売却・除

却等に努めます。 

⚫ 新規施設の建設や施設の更新等が必要となった場合、まず既存施設（民間施設も含む）

の用途変更を含めた有効利用について検討するとともに、将来的な維持管理コストの

試算も行い判断するものとします。 

 

（８）行政サービス水準等の検討  

⚫ 施設の老朽化、利用者数、管理運営コスト等の状況を把握し、改善、廃止等の方向性に

ついての判断材料の整理を行います。 

⚫ 管理運営に係るコストを把握し、使用料の見直しを行います。 

⚫ 公共的関与の必要性が低い施設については、その必要性を検討し、積極的に民間への譲

渡等についての決断をします。 

 

（９）PPP/PFIの活用について  

⚫ 住民サービスの低下を招くことなく行政運営の効率化が図られる事務事業については、

民間への委託等を積極的かつ計画的に推進します。 

⚫ 公共施設等の更新や利活用に際しても、他団体の事例等も参考にしながら、民間の技

術・ノウハウ、資金等の活用を積極的に検討します。 

⚫ 住民や民間企業等のアイデアを取り入れやすくするためにも、公共施設等の情報につ

いて、積極的な公開に努めます。 
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（10）市区町村域を超えた広域的な検討等について  

⚫ ごみ処理、火葬、汚泥処理等の事業については、一部事務組合により広域処理を行って

います。 

⚫ 近隣団体の施設等との利活用連携について検討します。 

⚫ 老朽化の進む清掃センターの統合、集約などごみ処理の広域化による効率的な運用を

図るため、本市、枕崎市、南さつま市、南九州市で構成する一部事務組合において令和

６年度に「なんさつECOの杜」を開設しました。他の建物系公共施設についての広域

整備についても検討していきます。 

 

（11）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針  

⚫ 関係部局と連携をとりながら効率的な維持管理の推進を図るために、財政管財課で導

入している庁内の施設管理・固定資産台帳システムを活用し、各部局の保有する施設情

報について一元管理を行います。 

⚫ 職員研修や担当職員の技術研修等も必要に応じて行うものとし、民間企業等が提供す

る外部の研修も積極的に受講します。 

 

（12）フォローアップの実施方針  

⚫ 本計画の計画期間は、令和８年度から令和17年度までの10年間としており、計画内容

は社会情勢の変化や財政事情、事業の進捗状況等に応じて計画期間中においても必要

に応じて見直しを行うものとします。 
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（13）議会や住民との情報共有等  

⚫ 議会や住民への十分な情報提供等を行い、相互理解や共通認識を図るものとします。 

⚫ 公共施設等の情報を広く公開することが民間活力の活用にもつながることが予測され

ることから、公共施設等に関する情報については積極的な公開に努めます。 

 

（14）SDGＳの取組  

⚫ 本市では、持続可能な世界の実現に向けてSDGsを推進しています。 

⚫ 公共施設の見直しにあたっては、施設の統廃合などによる単なる総量削減にとどまら

ず、公共施設の在り方を踏まえながら多機能化、複合化により質の確保と利用者の利便

性の維持も図りながら、更新費用の不足額の解消と安全安心の確保に取り組み、「住み

続けられるまちづくり」を目指すものとします。 

⚫ また、公共施設は、福祉、教育、産業、環境衛生など住民の暮らしにかかわるものであ

るため、多くの目標に関連しています。 

⚫ PPP/PFIなど、民間企業の力も借りながら進めていきます。 

 

（15）脱炭素化の推進  

⚫ 本市は、脱炭素社会実現のため2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指し、「ゼロカー

ボンシティ」に挑戦することを宣言しました。エネルギーの地産地消に取り組む地域電

力会社「ひおき地域エネルギー株式会社」への電力受給切換え、太陽光発電設備の設置

などによる再生可能エネルギーの導入や、ＬＥＤ照明等の省エネ性能に優れた機器、機

材の導入による消費エネルギーの省力化、建物建設時や改修時におけるZEB化の検討

など、公共建築物における脱炭素化の推進に取り組んでいきます。 

⚫ 本市は、環境省が募集する第3回「脱炭素先行地域」において、ひおき地域エネルギー

株式会社、太陽ガス株式会社、株式会社鹿児島銀行と共同提案を行い、令和5年4月28

日に「脱炭素先行地域」として選定されました。今後、それぞれが有する知見や資源を

最大限活用し、「脱炭素先行地域」の取り組みを通じて、カーボンニュートラルの実現

を目指していきます。また、令和７年３月に「日置市脱炭素アクションプラン2030」

を策定し、計画に基づいた脱炭素を推進していきます。
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第４章 

施設類型ごとの基本方針 

 

 

１建物系公共施設 

２土木系公共施設 

３企業会計施設 
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１建物系公共施設  

保有総量の縮小により将来更新負担額を軽減していきます。今後も維持管理していく施

設については、長寿命化の推進によるライフサイクルコストの低減及び施設管理の効率化

によるコスト削減を推進していきます。 

（１）市民文化系施設  

⚫ 文化ホールについては、合併前に旧町でそれぞれ建設してきた施設が存在しているた

め、計画的な予防安全管理を行うことにより、トータルコストの縮減を図ります。 

⚫ 老朽化の著しい施設については、市民の利用状況や施設の状況等を検証しながら、機能

移転による施設の集約化を検討するともに、予防保全が必要な施設の大規模修繕につ

いては、緊急性・重要性を踏まえて実施し、施設の長寿命化を図ります。 

 

（２）社会教育系施設  

⚫ 図書館については、利用状況の検証や施設間の連携を強化し、トータルコストの縮減を

図ります。 

⚫ 管理、運営方法については、引き続き指定管理者制度導入の有無を含め検討し、施設管

理の効率化によるコスト削減やサービス向上につなげます。 

 

（３）スポーツ・レクリエーション系施設  

⚫ スポーツ施設については、合併前に旧町でそれぞれ建設してきた施設が存在している

ため、老朽化の程度や配置状況を考慮しながら、施設の集約化も検討するとともに、予

防保全が必要な施設は計画的に整備・改修を行います。 

⚫ 保養施設・観光施設については、令和５年に山神の郷公園、令和７年に吹上砂丘荘をそ

れぞれ民間譲渡しましたが、収益性の高い施設・民間によるサービス提供が可能な施設

については、今後も民間譲渡を含めた施設の方向性を検討します。 

⚫ 施設の管理、運営については、広域的な利活用、効率的な維持管理の視点に立ち、一体

的管理の手法や指定管理者制度の導入を検討し、施設管理の効率化によるコスト削減

やサービス向上につなげます。 
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（４）産業系施設  

⚫ 令和３年度に江口蓬莱館を民間譲渡しましたが、物産館のように、収益性の高い施設・

民間によるサービス提供が可能な施設については、今後も民営化を検討します。 

⚫ 農産加工系施設は、利用状況の検証や施設間の調整を図り、利用者が少ない施設につい

ては、施設の統廃合・複合化を検討します。比較的新しい施設については、施設の有効

利用（売却、用途変更等）について検討します。 

 

（５）学校教育系施設  

⚫ よりよい教育環境を維持するため、老朽化に伴う建替えや大規模な修繕を計画的に行

っていきます。将来の人口動向も考慮の上、保護者や地域住民の合意形成を前提に、引

き続き学校の再編を進め、新たに小中一貫校の検討を行うなど、保有総量の縮小につな

げます。 

⚫ 教職員住宅については、一般空き家等の利活用や民間との連携を検討するとともに、不

用となった教職員住宅については売却を進め、施設保有総量の縮小につなげます。 

⚫ 給食センターについては、学校給食衛生管理基準を満たしていない伊集院・東市来の更

新については、施設の集約・複合化を検討するとともに、単年度での支出を抑えるため、

PPPやPFIによる公民連携についても検討します。 

 

（６）子育て支援施設  

⚫ 幼稚園については、将来の人口動向も考慮のうえ、施設の統廃合・複合化の検討を行う

とともに、民営化が可能な場合は民営化を検討します。 

 

（７）保健・福祉施設  

⚫ 民間によるサービス提供が可能な施設については、民営化を検討します。 

⚫ 保健センター等については、利用状況の検証や施設間の調整を図り、施設の統廃合・複

合化を検討します。比較的新しい施設については、施設の有効利用（売却、用途変更等）

について検討します。 
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（８）行政系施設  

⚫ 支所の在り方の検証や施設間の調整等を図り、施設の統合・複合化を検討していきま

す。老朽化に伴い建替えを検討する場合には、他施設への機能移転・統合など既存施設

の利活用を第一に検討し、建替えが必要な場合は、現在の面積よりコンパクトな設計を

行い、施設保有総量の縮小につなげます。また、計画的に予防保全を行うことにより管

理コストの縮減に努めます。 

 

（９）公営住宅  

⚫ 公営住宅については、公営住宅等長寿命化計画の方向性に沿って長寿命化を進めてい

きますが、計画見直しのタイミングで、本計画とのすり合わせも実施します。 

⚫ 一般空き家等の利活用や民間との連携が可能な場合には検討し、市としての施設保有

総量の縮小につなげるとともに、指定管理者制度の導入を検討し施設管理の効率化や

サービス向上につなげます。 

⚫ 不用となった公営住宅については売却を進め、施設保有総量の縮小につなげます。 

 

（10）公園  

⚫ 公園については、建設課で長寿命化修繕計画を策定しており、その方向性に沿って安全

対策を進めていきます。計画的な点検や修繕等により、予防保全型の維持管理を実施

し、施設の安全性・機能性を確保するとともに、長寿命化を図ります。 

⚫ 施設の管理に当たっては、指定管理者制度の導入を検討し、施設管理の効率化につなげ

ます。 

 

（11）供給処理施設  

⚫ 令和６年度に「なんさつECOの杜」、令和７年度に「アクロスひおき」が完成し、鹿

児島市入佐町の日置市クリーン・リサイクルセンターについては計画的な除却を行い

ます。また、管理型最終処分場についての整備を今後検討するとともに、民間活力等の

活用も併せて検討します。 
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（12）その他  

⚫ 未利用の施設について、老朽化が進んでいる施設については可能な限り早期に取り壊

しを行い、貸付施設については可能な限り譲渡等の検討をするなど、市の施設保有総量

を縮小できるよう検討します。 

 

２土木系公共施設  

市民生活に必要不可欠な重要な施設であるため、長寿命化の推進によるライフサイクル

コストの低減及び施設管理の効率化によるコスト削減を推進します。 

⚫ 橋りょうについては、橋梁長寿命化修繕計画の方針に基づいて整備を進めます。 

⚫ その他施設についても個別整備計画の策定等を検討します。 

 

３企業会計施設  

水道及び下水道施設については、市民生活に必要不可欠な重要な施設であり、安定した

水を供給していくためにも、計画的な点検や修繕等により、安全性の確保、施設の長寿命

化を図ります。 

⚫ 水道施設については、水道ビジョンの方針に沿って整備を進めていきます。 

⚫ 施設の維持管理に当たっては、民間活力活用等を推進し、施設管理の効率化を図りコス

ト削減につなげます。 
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第５章 

これまでの実績と取組状況 

 

 

１総量圧縮に向けた取組実績 

２目標達成に向けた取組状況 
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１総量圧縮に向けた取組実績  

施設の廃止、民営化、集約化など、総量圧縮に向けて取り組んできた実績について以下

に示します。 

年度 状況 

H18
～ 

H22 

江口浜荘廃止 

伊集院北幼稚園廃止 

皆田小学校閉校 

日吉・吹上地域の学校給食を自校方式からセンター方式化へ「日置南学校給食セ
ンター」を設置 

H22 
日置市民病院が日置市診療所としてスタート 

伊集院北保育所民間移管 

H23 

伊集院地区体育館老朽化に伴う解体 

江口浜荘跡地について、民間活力による「えぐち家」「あったろう」がオープン 

H24 

吹上中央公民館体育館老朽化に伴う解体 

天神ヶ尾キャンプ村廃止 

永吉保育所民間移管 

H26 
吹上浜キャンプ村廃止 

ゆのもと保育所民間移管 

H28 

伊集院老人福祉センター、吹上老人福祉センター廃止 

市営公衆浴場廃止 

東市来体育館解体 

日吉支所庁舎建替え（中央公民館、図書館を複合施設とした） 

H29 診療所 民間移管 

Ｈ30 
旧池田中学校 条件付譲渡 

日吉地域の４小学校を統合した、日吉小学校（現在日吉学園）が開校 

R2 青松苑 民間移管 

R3 旧日吉小学校 売却（義務教育学校の開校に伴う） 

R4 
江口蓬莱館、城の下物産館 民間移管 

上市来中学校 閉校 
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２目標達成に向けた取組状況  

目標に対する取組状況を整理します。 

 

第１期の今後10年間で総額180億円不足する見込みに対して、不足する財源を補うた

めの削減目標に対する現状の取組状況は以下のとおりです。 

 

目標 達成見込み 

①建物の保有面積削減 

10%/10年 

117億円/10年 

建物の保有面積削減効果 

   326,434㎡－307,664㎡＝18,770㎡（6%） 

   18,770㎡×36万/㎡≒68億円 

インフラの長寿命化対策効果（見込み） 

   170億円/10年 

②長寿命化 

  59億円/10年 

③維持管理コスト削減 

31億円/10年 

 9億円/10年 

維持管理コスト削減（見込み） 

   31億円－20億円＝11億円 

 1年目に1.1億円、2年目に2.2億・・・10年目に11億円削

減できたと仮定すると、 

   60.5億円/10年≒61億円 

①②③による削減額の総額 

   216億円 

削減額の総額（見込み） 

   299億円 

 

保有面積削減については、令和6年度末時点で削減率6%、削減額68億円と試算してい

ます。令和７年度に吹上砂丘荘の民間移管など大規模施設の削減もあるため、更新費用削

減額はさらに増加することが期待されますが、目標の10％削減には届かない見通しです。 

 

年度 状況 

R5 
ひまわり館、かめまる館、山神の郷おもいで館 民間移管 

旧上市来中学校 売却（東市来中学校への統廃合に伴う） 

R6 

旧伊集院老人福祉センター 売却（解体及び保育施設等整備条件付き一般競争入
札） 

川原記念館 売却 

日置市、枕崎市、南さつま市、南九州市（知覧地域・川辺地域）の合同ごみ処理
施設 「なんさつECOの杜」稼働 

R7 
吹上砂丘荘 民間移管 

「アクロスひおき」稼働 
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当初、インフラ系施設の保有量削減は見込めないものとして、建物系施設のみの更新費

用削減を検討していましたが、インフラ系施設の長寿命化対策による効果が大きく見込め

る可能性があると試算しています。 

 

次に、第２期の今後10年間で総額190億円不足する見込みに対して、不足する財源を補

うための削減目標に対する現状の見込みは以下のとおりです。 

 

目標 達成見込み 

①建物の保有面積削減 

111億円/10年 

建物の保有面積削減・長寿命化の対策効果（見込み） 

 150億円/10年 

インフラの長寿命化対策効果（見込み） 

 80億円/10年 

②長寿命化 

  63億円/10年 

③維持管理コスト削減 

20億円/10年 

 6億円/10年 

維持管理コスト削減（目標通りの見込みと仮定） 

20億円/10年 

 6億円/10年 

①②③による削減額の総額 

 200億円 

削減額の総額（見込み） 

256億円 

建物系施設について、各種個別施設計画どおりに対策を推進していくことができれば、

150億円の削減見込みと試算しています。 

第２期中に、各種個別施設計画の更新が予定されていますので、実績や進捗を管理しな

がら、計画の見直し及び推進に努めていきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

日置市公共施設一覧 
 

⚫ 施設情報は令和６年度末時点公有財産台帳より把握しています。 

⚫ １施設に複数建物がある場合、建築年度は代表建物の年度を採用しています。 
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